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第２章 監査事務所に対する審査及び検査等 

 

１．概説 

 

資本市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確

立する観点等から、平成 15 年６月の法改正により、監査法人等に対する監

視・監督の機能の充実･強化策として、それまで自主規制として行われていた

協会による監査法人等に対する品質管理レビュー（注）が法定化された。審査

会は当該レビューの結果について協会から報告を受け、審査等を行い、必要

があると認める場合には報告徴収及び検査を行うこととされた。 

また、平成 19 年６月の法改正により、我が国金融資本市場の健全性を確保

していくため、金融商品取引法による開示規制の対象となる外国会社等の監

査を行う外国監査法人等が我が国当局の検査・監督の対象とされ、審査会が

報告徴収及び立入検査を行うこととされた。 

具体的には、審査会は、金融庁長官の権限のうち、 

 

・協会による会員の法第２条第１項業務（監査又は証明業務）の運営状況

の調査の結果報告の受理に関する事務（法第 46 条の９の２第２項） 

・上記報告に関して行う協会及び公認会計士・監査法人に対する報告徴収

及び検査（法第 46 条の 12 第１項、第 49 条の３第１・２項） 

・外国監査法人等に対する報告徴収、検査（法第 49 条の３の２第１・２

項） 

 

について委任されている（法第 49 条の４第２・３項）。 

これらを受けて、審査会では、品質管理レビューに関する報告の審査等を

行い、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、報

告徴収、検査を行うこととしている（P46 資料２－１参照）。 

また、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、行政処分その

他の措置について金融庁長官に勧告することとしている（法第 41 条の２）。 

 

（注）品質管理レビュー 

  品質管理レビューとは、監査の品質管理状況のレビューとして協会が行うものであり、

法では、「協会は、会員の第２条第１項業務の運営の状況の調査を行う」（法第 46 条の９

の２第１項）と定義されている。 

具体的には、監査業務の適切な質的水準の維持、向上を図り、監査に対する社会的信

頼を維持、確保するため、協会が監査法人及び公認会計士事務所（以下、「監査事務所」

という。）の行う監査の品質管理の状況を調査し、必要に応じ改善を勧告し、当該勧告に

対する改善状況の報告を受けることである。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 品質管理レビューの報告 

協会は原則として３年に１度（協会が必要と認めた場合は２年に１度等に短縮）、法令、

監査基準等及び協会の会則・規則等への準拠状況を事後的に調査しており、審査会はそ

の調査結果に関して報告を受ける。 

 

② 審査 

審査会は、協会から報告を受け、主として、協会の品質管理レビュー制度の運営が適

切に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に行われているかを確認する。 

審査会は、審査の過程において、必要があると認める場合には、協会又は監査事務所に

対して報告又は資料の提出を求める。 

 

③ 検査 

審査会は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査事務所（監

査事務所の監査業務に関係のある被監査会社等を含む）に対して検査を行う。 

また、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して検

査を行う。 

 

④ 勧告 

審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、監査事務所の監査業

務又は協会の事務の適正な運営を確保するために行うべき行政処分その他の措置につい

て金融庁長官に勧告する。 

 

（注）外国監査法人等に対する報告徴収・検査については、後記「３．（７）イ 外国監査

法人等に対する報告徴収・検査に関する考え方」（P16）を参照。 

品質管理レビュー

①品質管理

レビューの

報告 

④勧告

③検査

監査 

②審査

③検査

公認会計士・監査審査会 

日本公認会計士協会 
監査事務所 被監査会社等

金 融 庁 

行政処分その他

の措置 
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２．監査事務所等モニタリング基本方針等 

 

（１）監査事務所等モニタリング基本方針（審査・検査基本方針） 

審査会は、第４期まで（平成 16 年４月～平成 28 年３月）の審査及び検

査の実績を踏まえつつ、監査の品質のより一層の向上という観点から、審

査及び検査を通じ監査事務所の行う監査の実効性向上を図るため、第５期

（平成 28 年４月～平成 31 年３月）における「監査事務所等モニタリング

基本方針（審査・検査基本方針）－より実効性のある監査の実施のために

－」を策定し、平成 28 年５月 13 日に公表した（P47 資料２－２参照）。 

  

  ＜基本方針の概要＞ 

 

ア 視点 

監査事務所の実態を踏まえて効果的・効率的なモニタリング（注）を実

施し、監査の品質の確保・向上を通じた監査の信頼性確保を、積極的に

図る。 

また、モニタリングで得られた情報を分析した結果、業界横断的な問

題等の有益な情報については、協会、金融庁等の関係先に積極的に提供

するとともに、広く一般に提供する情報の充実も図る。 

 

（注）モニタリングとは、検査を指すオンサイト・モニタリング及び報告徴収、意見

交換等を通じた情報収集など検査以外の活動を指すオフサイト・モニタリングの

両方を包含したものをいう。 

 

イ 目標 

監査事務所等における監査業務等の適正な運営の確保を図ることを

目的とする。特に、監査の品質の確保・向上を図る主体は、監査事務所

であることに鑑み、監査事務所自らの行動を促すような実効性のあるモ

ニタリングを行う。 

また、形式的に監査の基準に準拠しているというだけでなく、会計不

正等を見抜くような適切な職業的懐疑心を発揮しているかなど、実質的

に監査の品質の確保・向上に向けたものとなっているかを重視する。 

 

ウ オフサイト・モニタリングに係る基本方針 

審査会は、協会からの品質管理レビュー結果の報告を受理し、必要と

認めるときは当該報告に関し、監査事務所等に対し報告徴収やヒアリン

グを行うとともに、関係先とも意見交換・連携を行うなどして情報等の

収集・分析の強化･高度化に努める。 

さらに、監査事務所や個別監査業務に係る実態やリスクを的確に把握

する観点から、得られた情報を活用し、協会の品質管理レビューの検証
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や報告徴収の実施など監査事務所の態様に応じた実効的なオフサイト・

モニタリングを実施する。 

 

エ 検査基本方針 

審査会は、監査事務所のリスクや態様に応じたより効果的・効率的な

検査を実施するとともに、検査手法の向上など検査の実効性の向上に努

める。また、オフサイト・モニタリングとの一体的な運用に努め、監査

事務所の監査の品質の確保・向上を図る。 

大手監査法人（注１）及び準大手監査法人（注２）については、資本市

場における役割等を勘案し、品質管理レビューの結果の報告も踏まえつ

つ、定期的に検査を実施する。 

中小監査事務所（注３）については、品質管理レビューの結果等を踏ま

え、必要に応じて検査を実施する。 

 

（注１）大手監査法人とは、上場会社を概ね 100 社以上被監査会社として有し、

かつ常勤の監査実施者が 1,000 名以上いる監査法人をいう。 

   大手監査法人が上場会社の監査を占める割合：72.7％（平成 28 年 4 月末時

点）。 

（注２）準大手監査法人とは、大手監査法人以外で、比較的多数の上場会社を被

監査会社としている監査法人をいう。 

   準大手監査法人が上場会社の監査を占める割合：11.8％（平成 28 年 4月末

時点）。 

（注３）中小監査事務所とは、大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務

所をいう。 

   中小監査事務所が上場会社の監査を占める割合：15.6％（平成 28 年 4月末

時点）。 

 

オ モニタリング情報の提供方針 

  監査の品質の確保・向上に資するよう、監査事務所の監査の品質管理

上の問題点を監査事務所及び被監査会社等に示すほか、検査結果を含む

モニタリングの成果を報告等の形で投資者など広く一般に提供していく

こととする。 

 

（２）監査事務所等モニタリング基本計画 

審査会は、上記「監査事務所等モニタリング基本方針」を踏まえ、各事

務年度におけるモニタリングの方向性を示すものとして、「監査事務所等モ

ニタリング基本計画」を策定している。 

「平成 28 事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」については、 
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・ 近時の不正会計事案等を契機として、改めて会計監査の信頼性が問

われ、「会計監査の在り方に関する懇談会」から、会計監査の信頼性確

保のための取組について提言（平成 28 年３月８日金融庁公表）された

ところであり、会計不正への適切な対応が求められていること 

・ 審査会においても、監査事務所のリスクを踏まえた検査の一層の実

効性向上を図ることを目的に、これまでの検査内容や手法等について

検討を行い、「公認会計士・監査審査会検査の実効性の向上」(平成 28

年３月 24 日公表。以下、「実効性向上策」という。)を公表したこと 

 

等の情勢を踏まえ策定し、平成 28 年７月 14 日に公表した（P68 資料２－

５参照）。なお、モニタリング期間は、平成 28 年からは事務年度（７月～

翌年６月）に変更している。 

 

＜基本計画の概要＞ 

 

ア オフサイト・モニタリングに係る基本計画 

（ア）協会の品質管理レビューの検証 

品質管理レビューの有効性を含め品質管理レビュー制度等を中心と

して、監査の品質の向上に向けた自主規制機関としての協会の方針や

対応等について、総括的検証を行う。 

なお、品質管理レビューアーとの意見交換を継続して実施するなど、

協会と実効的な連携を図ることとするほか、審査会と協会との適切な

役割分担について、協会の品質管理レビュー等の実効性向上に向けた

取組の状況を踏まえ、議論を行うこととする。 

 

（イ）報告徴収 

・ 大手監査法人に対する継続的報告徴収 

ガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢等の検証に必要な定

性・定量の情報を報告徴収において継続的に求めることとし、これ

により得られた情報については、分析の上、その後実施する当該監

査法人の効果的・効率的な検査に資するよう活用するほか、当該監

査法人以外の大手監査法人との比較分析や横断的な問題等の把握に

活用する。 

 

・ 立入検査を実施しない準大手監査法人及び中小監査事務所に対す

る報告徴収 

監査事務所の適切な監査の品質管理の定着を促す観点から、監査

業務の運営について適時に報告徴収を実施する。 

また、品質管理に関する指摘が広範に認められるなどの監査事務
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所における品質管理のシステムの整備状況に加え、中小監査事務所

にみられる業界横断的な問題等について、監査事務所ごとの特性等

を踏まえ、重点的に検証する。 

 

・ 検査実施後の改善状況の報告徴収（フォローアップ） 

検査結果通知後、一定期間を経過した監査事務所については、必

要に応じて報告徴収を行い、また、適宜、ヒアリングを行いつつ、

品質管理の状況を確認・検証する。 

 

 

イ 検査基本計画 

重点事項として、①監査事務所の経営方針、経営管理に関する措置等

が監査事務所の規模や特性等に応じた適切なものとなっているかについ

ての検証、②被監査会社の事業上のリスクを適切に評価して監査を実施

しているかについての検証等を掲げるとともに、監査事務所自らが根本

的な原因の究明を踏まえた有効な改善に向けた行動を促すことに重点を

置き、以下のとおり、監査事務所の態様に応じた検査を実施する。 

 

（ア）大手監査法人 

資本市場における役割や監査監督を巡る国内外の動向等を踏まえ、

協会からの品質管理レビューの結果に係る審査結果に基づき、定期的

に検査を実施する。ただし、市場に大きな影響を及ぼす被監査会社に

会計上の重大な問題が判明した場合など、早急に確認する必要がある

場合には、機動的に検査を実施する。 

本事務年度においては、経営管理態勢・業務管理態勢、組織の末端

までの品質管理の定着の状況の検証、収益認識及び会計上の見積りに

係る監査手続の検証、IPO に関する監査についての態勢や独立性に係

る状況、監査手続等の検証などに重点を置いて検査を実施する。 

また、検査のフォローアップの強化の観点から、定期的に実施する

通常の検査において重要な不備事項が指摘された場合には、当該検査

の次事務年度において、改善状況を検証するためのフォローアップ検

査を実施する。 

 

（イ）準大手監査法人 

被監査会社の状況や監査法人の業容等を勘案し、我が国監査業界に

おける重要性に鑑みて、重点的に検査を実施することとし、共通した

リスクに着目した効果的かつ効率的な実施に配意しつつ、定期的に検

査を実施する。ただし、大手監査法人と同様、必要がある場合には、

機動的に検査を実施する。 
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本事務年度においては、個別監査業務が抱えるリスクに着目し、業

務運営上の本質的な問題に焦点を当てた検証、組織としての一体性な

ど経営管理態勢・業務管理態勢等の検証などに重点を置いて検査を実

施する。 

 

（ウ）中小監査事務所 

代表者や社員の意向及び資質等を踏まえた監査事務所の品質管理態

勢・業務管理態勢、個別監査業務の監査の基準等への準拠性など監査

品質の確認を中心とした検査を実施することとし、必要に応じて検査

を実施する。 

本事務年度においては、監査事務所の体制に起因して生じる業務運

営や品質管理に関する問題点に留意した検証、被監査会社の国際化な

どの監査上のリスクに対応できる十分かつ適切な経験及び能力等を含

めた監査資源の検証などに重点を置いて検査を実施する。 

 

３．監査事務所に対する審査及び検査の状況等 

 

  監査事務所は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査証明業務（法

第２条第１項の業務）を行うほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求め

に応じて報酬を得て、財務書類の調製、財務に関する調査・立案、財務に関

する相談の業務（法第２条第２項の業務）を行うことができる。平成 28 年度

末現在、公認会計士登録者数は 29,367 人、監査法人数は 222 法人である。 

  このうち、大手監査法人に所属する公認会計士数は 11,002 人であり、約４

割を占める（平成 29 年３月末現在）。 

（参考）                          

 24 年度末 25 年度末 26 年度末 27 年度末 28 年度末 

公認会計士登録者数 24,964 26,260 27,313 28,286 29,367

 うち大手監査法人 9,313 10,074 10,312 10,846 11,002

監査法人数 214 216 219 214 222

 

（１）協会による品質管理レビューの状況 

 

ア 平成 27 年度 

    協会による平成27年度の品質管理レビューは83件（監査法人57件（大

手２件、準大手２件、公認会計士共同事務所６件を含む。）、公認会計士

26 件）実施されており、結論の状況は下表のとおりである。 
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≪実施結果に基づく結論の状況(平成 27 年度)≫           （監査事務所数） 

区 分 
限定事項のない結論 限定事項付き結論 結論の不表明 否定的結論 計 

(a) a/e (b) b/e (c) c/e (d) d/e (e) 

監査法人 42 73.7％ 13 22.8％ － － 2 3.5％ 57 

公認会計士 21 80.8％ 5 19.2％ － － － － 26 

合 計 63 75.9％ 18 21.7％ － － 2 2.4％ 83 

（注）83 件中 80 件に改善勧告事項がある。 

 

イ 平成 28 年度 

協会による平成 28 年度の品質管理レビューは 101 件（監査法人 71 件

（大手２件、準大手３件、公認会計士共同事務所１件を含む。）、公認会

計士 30 件）であり、下表のとおり、平成 29 年２月までに全て実施され

ている。 

 

≪品質管理レビューの実施状況≫ 

品質管理レビュー 

実施年月 

28 年 29 年  

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

品質管理レビュー 

実施監査事務所数 
7 22 5 24 20 13 7 3 0 101 

 

審査会に対しては、平成 29 年３月 31 日までに、50 件の報告が行われ

ており、結論の状況は以下のとおりである。 

・限定事項のない結論 45 件（監査法人 27 件、公認会計士 18 件） 

・限定事項付き結論５件（監査法人２件、公認会計士３件） 

 

（２）品質管理レビューに対する審査の状況 

 

ア 審査の対象 

平成 28 事務年度（年度からの変更期であるため、平成 28 年４～６月

分の実績も含む。）の審査対象は、協会が平成 27 年度（83 件）及び平成

28 年度（101 件）に実施した品質管理レビューである。 

 

イ 審査の概要 

品質管理レビューに関する指摘事項の内容やレビュー対象会社の状況

等の報告を分析し、以下の観点から審査を行っている。 
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・協会による品質管理レビューの適切性 

・監査事務所における、監査業務の品質を合理的に確保するための、

品質管理のシステムの整備・運用状況 

・個々の監査業務について、監査事務所の設けた品質管理のシステム

の準拠性 

 

    審査に当たっては、限定事項や多数の不備事項など、監査事務所に対

する指摘状況や指摘内容を勘案し、検査実施の必要性を検討するほか、 

 

・報告徴収（下記（３）参照）を実施し、監査事務所の品質管理態勢

等を確認 

・検査において、品質管理レビューにおける指摘の適切性等を検証 

 

している。また、金融庁内の関係部局、協会、証券取引所、監査役協会

等の関係機関等との連携及び意見交換（「４．関係機関との連携」(P17)

を参照）から得た情報も審査の際に活用している。 

 

（３）監査事務所に対する報告徴収の状況 

ア 大手監査法人に対する継続的報告徴収 

平成 28 事務年度においては、大手監査法人４法人に対してガバナンス

等経営管理態勢や業務管理態勢等の検証のため報告徴収を実施した。ま

た、報告徴収により得られた情報を分析し、効果的・効率的な検査の実

施につなげたほか、大手監査法人における品質管理活動の状況等の横断

的な実態把握を行った。なお、今後も毎年定期的に報告徴収を実施する

予定である。 

 

イ 立入検査を実施しない準大手監査法人及び中小監査事務所に対する報告徴

収   

審査会は、「平成28事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」（P68資

料２－５参照）に基づき、準大手監査法人及び中小監査事務所における品質

管理レビューの改善状況の検証及び経営管理態勢等の実態把握を行うため、

平成 28 年８月に、83 監査事務所に対して報告徴収を実施した。 
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≪報告徴収実績≫ 

 

28 事務年度報告徴収実績  27 年度報告徴収実績 

報告徴収

実施先数 

（a） 

27 年度 

品質管理

レビュー

実施先数

(b) 

報告徴収

実施率 

a/b 

 報告徴収

実施先数

（c） 

26 年度品質

管理レビュ

ー実施先数 

(d) 

報告徴収

実施率 

c/d 
 

監査事務所 83 83 100％  58 89 65.2％ 

 

監査法人 51 51 100％  40 65 61.5％ 

個人事務所（注） 32 32 100％  18 24 75.0％ 

（注）公認会計士共同事務所を含む。 

 

ウ 検査実施後の改善状況の報告徴収（フォローアップ） 

平成 28 事務年度においては、審査会が検査結果を通知した監査事務所

のうち５件（平成 27 年度からの継続１件を含む。）に対して検査におけ

る指摘事項の改善状況を確認するため報告徴収を実施した。 

 

（４）監査事務所に対する検査の状況 

平成 28 事務年度の検査は、大手監査法人について、通常検査（２法人）

に加え、フォローアップ検査（２法人）を実施し、準大手監査法人について

は、２法人に対して検査を実施した。また、中小監査事務所については、品

質管理レビューでの指摘事項の内容等を踏まえ、４法人に対して実施した。 

監査事務所に対して、不備の発生した直接的な原因のみならず、当該不備

の根本的な原因の究明を踏まえた有効な改善に向けた行動を促すことに資

するよう検証を行った。 

 

≪直近５年間の検査の実施状況（着手ベース）≫  （平成 29 年３月 31 日現在） 

年度/事務年度 24 25 26 27 28 

件数 11 13 15 9 10 

（注）平成 28 年７月から事務年度（７月～翌年６月）に変更。なお、平成 28 事務

年度は変更期であるため、平成 28年４月～６月分の実績も含んでいる。 

 

（５）金融庁長官に対する勧告の状況 

審査会は、検査した結果、以下の監査法人の運営が著しく不当なものと

認められたことから、金融庁長官に対し、法第 41 条の２の規定に基づき、

行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した（これまでの勧告一覧P79 資

料２－６参照）。 

・監査法人よつば綜合事務所（平成 28 年 11 月９日。P80 資料２－７参

照） 
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（６）情報発信 

ア 「監査事務所検査結果事例集」の作成・公表 

審査会は、監査事務所の監査の品質の維持・向上を図る観点から、平

成 20 年２月に公表した事例集について毎年見直しを行っている。 

平成 28 年７月に公表した平成 28 年版の改訂のポイントは以下のとお

りである（P83 資料２－８参照）。 

 

・ 「Ⅰ．根本原因の究明」及び「Ⅱ．品質管理編」 

監査事務所は、その規模により運営方法等の特性が異なる。特に品

質管理態勢について、検査結果事例の傾向が異なっていることから、

大手監査法人と中小監査事務所に区分して記載 

・ 「Ⅲ．個別監査業務編」 

指摘事例について、監査手続の不備の重要性等が一層理解できるよ

う、被監査会社を巡る事業環境、監査状況など事例の背景を可能な範

囲で記載するとともに、監査品質の向上に資するものという観点で事

例を見直し 

 

また、平成 28 年版の事例集においては、「監査事務所の概況（平成 28

年版モニタリングレポート）」を参考資料として添付している。 

なお、英語版は平成 28 年 12 月に公表した。 

 

イ 「監査事務所の概況」（平成 28 年版モニタリングレポート）の作成・ 

公表 

審査会は、投資者等が監査に対する理解を深めることに資するよう、

監査事務所の状況や審査会のモニタリングの状況を整理した上で、「監査

事務所の概況（平成 28 年版モニタリングレポート）」を作成し、平成 28

年７月に公表した。 

今後、審査会のモニタリング活動に係る情報を可能な範囲で盛り込む

など、内容を一層充実させて、毎年見直しを行う予定である。また、平

成 28 年版については、事例集の参考資料としたところであるが、平成

29 年版については、事例集から独立した形で公表する予定である。 

 

ウ 検査結果（事例集）についての講演等の実施 

審査会は、適切な監査手続の実施に資するため、検査結果（事例集）

について、協会等が実施する研修会に会長及び検査官が講演等を行って

いる。 

平成 28 事務年度においては、監査の品質の維持・向上に向けた自主的

な取組の促進のため、平成 28 年 10 月から 12 月にかけて全国７つの協会

― 15 ―

―  ―0123456789



 

- 16 - 
 

地域会で計８回の講演を行ったほか、外部監査の実態把握等のために事

例集が広く参照されるよう、監査役を対象に、日本監査役協会において、

平成 28 年 12 月に２回講演を行った。 

また、事例集が、監査事務所等において参考資料として積極的に活用

されるよう、日本公認会計士協会、日本監査役協会等の関係機関の機関

誌等に掲載するなど、内容の周知を行った。 

 

エ 審査会の活動状況等に関する講演の実施等 

審査会は、業務内容を記載した審査会パンフレットを作成、配布して

いるほか、上場会社等の監査役や内部監査部門等の市場関係者に対して

講演を行い、審査会の活動状況及び今後の課題について紹介している。 

平成 28 事務年度においては、日本監査役協会、日本内部監査協会、日

本証券アナリスト協会、資本市場研究会において講演を行い、審査会が

監査法人に対する検査等を通じて把握した諸課題等について講演を行っ

た。 

 

（７）外国監査法人等に対する検査・監督の状況 

ア 外国監査法人等の届出 

外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務諸表について

外国監査法人等が監査証明業務に相当すると認められる業務を行うとき

は、あらかじめ金融庁長官に届け出ることが求められている（平成 29

年３月 31 日現在、31 か国、88 監査法人等）。 

 

≪外国監査法人等の届出状況≫          （平成 29 年３月 31 日現在） 
 国・地域数 監査法人等数 

北米 ３ 15 

中南米 ２ ２ 

欧州 15 43 

アジア・大洋州 10 27 

中東 １ １ 

計 31 88 

 

イ 外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する考え方 

審査会は、外国監査法人等に対する対応について、「平成 21 年度の審

査基本計画及び検査基本計画」に基づき、金融庁と連名で「外国監査法

人等に対する検査監督の考え方」を策定し、平成 21 年９月に公表した

（P52 資料２－３参照）。 

また、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」等を踏まえ、外国
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監査法人等に対する報告徴収・検査に関する具体的な実施手続や留意事

項等について定めた「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人

等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」を平成 22 年１月に公表し

ている（P55 資料２－４参照）。 

当該考え方及び基本指針においては、原則として３年に一度、金融庁

に届出を行っている外国監査法人等に対し報告徴収を実施し、提出され

た資料の内容について分析・評価を行い、監査証明業務に相当すると認

められる業務が適切に行われているか等について検査で確認する必要が

あると認められる場合には、当該外国監査法人等に対する検査を実施す

ることとしている。 

ただし、外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が

我が国と同等であり、情報交換等に係る取決め等により、必要な情報が

得られ、かつ、相互主義が担保される場合には、審査会は、当該国当局

が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、外国監査法人等に対する

報告徴収及び検査は実施しないこととしている。 

 

ウ 外国監査法人等に対する報告徴収 

審査会は、上記イに示した考え方及び基本指針を踏まえ、平成 27 年度

に 27 か国・72 の外国監査法人等に対して報告徴収を実施した。 

平成 28 事務年度は、上記の報告徴収により提出された回答及び資料の

内容について分析・評価を行った。その結果、１外国監査法人に対して

検査を実施することとした。 

また、法に基づく金融庁への届出内容との整合性を確認したところ、

適切な届出（変更・廃業）がなされていない外国監査法人等が確認され

たことから、必要な届出を行うよう指示した。 

 

エ 外国監査法人等に対する検査 

審査会は、上記ウに示した１外国監査法人に対し、検査の実施に向け

ての具体的な検討を行うため、当該外国監査法人が所在する国の監督当

局と検査の実施に向けた協議協力要請を行い、情報収集を進めていると

ころである。 

 

４．関係機関との連携 

 

  監査の品質の維持、向上を図るためには、監査事務所が行う監査の実効性  

 の確保だけでなく、監査事務所や監査先である被監査会社（個別企業等）を

取り巻く関係先とも一層の連携強化を行い、監査を巡る共通課題、問題意識

の共有化を図ることが重要である。 

  このため、審査会は、金融庁内の関係部局だけでなく、協会及び証券取引
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所等の関係機関との意見交換を実施している。 

  

（１）金融庁関係部局との連携 

   個別監査業務の監査に関する問題点等については、対象企業の調査･検査

等を行う金融庁関係部局（総務企画局、証券取引等監視委員会等）と連携

を行うことにより、より効果的・効率的な検査等が実施できると考えられ

ることから、審査会は、関係部局と積極的に情報共有、意見交換を行うな

ど連携を図った。また、財務局に対しても近時の監査における問題点等に

ついて情報共有等を実施した。 

 

（２）協会との連携 

審査会は、協会による品質管理レビューの一層の実効性向上を公的立場

から促すとともに、監査事務所における監査業務等の適正な運営の確保を

図ることを目的に審査・検査を実施している。協会は、品質管理レビュー

の担い手であることから、レビュー実施態勢の強化などを通じ、より一層

の実効性の向上を図ることにより、監査事務所における適切な監査の品質

管理がなされるものと考えられる。このため、審査・検査を通じて把握し

た問題点等について、協会幹部や協会レビューアーとの間で双方向の議論

を行うなど、協会との情報共有、連携の強化に取り組んでいる。 

平成 28 事務年度においては、品質管理レビューの強化策及び上場会社監

査事務所登録制度の運用状況のほか、審査会検査等において把握した品質

管理レビューに係る諸問題やレビュー結果の開示拡充について意見交換等

を実施した。 

 

（３）証券取引所との連携 

審査会は、検査等を通じて監査の信頼性を確保することにより、我が国

資本市場の公正性・透明性を高めることを使命としており、検査結果等か

ら得られる監査に関する業界横断的な問題点等について、上場企業につい

ての自主規制機能を担っている各証券取引所と意見交換を行うなど、問題

意識の共有に努めた。 

 

（４）日本監査役協会との連携 

審査会は、企業財務情報の適正な開示を図るためには、監査人のみなら

ず、企業のコーポレートガバナンス機能を担う監査役等との連携が重要で

あるとの観点から、監査役等と監査人とのコミュニケーションの状況を監

査事務所に対する検査等において検証してきたところである。加えて、会

社法の改正やコーポレートガバナンス・コードにより、監査役等の役割・

責務がますます重要なものとなってきている。 

こうしたことから、審査会では、日本監査役協会が主催する講演会等を
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通じ、検査における指摘事例や監査事務所の問題点等について、監査役等

に対して情報提供を行うなどの連携を図った。 

 

５．平成 28 事務年度の課題に対する取組 

 

（１）大手監査法人を中心とした検査の実効性の向上（P92 資料２－９参照） 

ア 検査の機動的な実施 

平成 28 事務年度においては、被監査会社に会計上の重大な問題が懸念

される状況がある又は当該被監査会社の監査業務を行う監査事務所の品

質管理体制を早急に確認する必要がある場合に、機動的な検査が実施で

きるよう「平成 28 事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」（P68

資料２－５参照）において明示した。 

 

イ 大手監査法人に係る検査のフォローアップの強化 

平成 28 事務年度においては、平成 27 年度に通常検査を実施した大手

監査法人に対し、フォローアップ検査を実施した。 

 

ウ 協会との適切な役割分担等 

各監査事務所の提供する監査業務の品質水準を、全体として向上させ

ていくためには、審査会と協会との適切な役割分担を図ることが重要で

ある。役割分担の議論を始める前提として、まずは、個別監査業務に対

する品質管理レビューの内容、水準や改善手法等について、審査会検査

との相違点を検討する必要があることから、上記「４．関係機関との連

携 （２）協会との連携」(P18)に記載のとおり、検査事例を元に検査官

とレビューアーの意見交換会を開催し、情報共有、連携の強化に取り組

んでいる。 

 

エ 検査手法の向上 

大手監査法人に関し、ガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢の検

証について、より効果的・効率的に行うための取組として、当該検証に

必要な定性・定量の情報を、事前に報告徴収により入手し、検査の着手

前の分析等を充実させ、検査を効率的に行うこととした。 

なお、今後においても一定時期に継続して報告徴収により、必要な定

性・定量の情報を入手することとする。 
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オ 検査結果の取扱い（監査の品質の見える化） 

検査先が検査における指摘事項を適切に改善するためには、指摘内容

等が的確に検査先に対して伝達されることが重要であることから、平成

28 事務年度においては、検査結果通知書の「特に留意すべき事項」につ

いて、総合的な評価、品質管理態勢に関する評価、個別監査業務に関す

る評価及び審査会からのメッセージに区分して記載し、検査先に交付す

ることとした。 

 

（２）協会による品質管理レビューの一層の機能向上など協会の自主規制機能

の強化 

平成 28 年３月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」提言に

記載された協会による品質管理レビューの一層の機能向上など協会の自主

規制機能の強化に関し、審査会としては、品質管理レビュー制度及びその

運営の適切性の検証や協会と双方向の議論等を継続的に行っているところ

である。 

平成 28 事務年度においても、このような取組を継続し、審査会検査等に

おいて把握した品質管理レビューに係る問題点や改善余地等について認識

を共有したことで、協会における品質管理レビューの向上につなげた。 

 

（３）情報発信の強化 

審査会は、広く一般に提供される監査の品質に係る情報を充実させる観

点から、「監査事務所の概況（平成 28 年版モニタリングレポート）」を作成

し、平成 28 年７月に公表した（前記「３．（６）イ「監査事務所の概況」

（平成 28 年版モニタリングレポート）の作成・公表（P15）を参照）。 

 

６．今後の課題 

 

（１）大手監査法人を中心とした検査の実効性の向上 

近時の不正会計事案などを契機として、改めて会計監査の信頼性が問わ

れている状況にあるところ、審査会において、実効性向上策を取りまとめ

公表した。 

上記「５．平成 28 事務年度の課題に対する取組」(P19)にあるとおり、

実効性向上策を実施してきているものの、更に適時・適切に対応を図って

いくこととしている。 

 

（２）監査法人のガバナンス・コードへの対応 

金融庁においては、平成 29 年３月 31 日に、「監査法人の組織的な運営に

関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）を策定し公表した。 

本コードでは、大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営に
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おいて確保されるべき原則を取りまとめている。 

審査会としては、既に、ガバナンス等経営管理態勢、業務管理態勢に一

層重点を置いた検証を行っているが、現在、大手監査法人を中心として、

本コードを踏まえた態勢強化に取り組んでいる状況であることから、各監

査法人が構築・強化した態勢の実効性を検証していく。 

 

（３）協会による品質管理レビューの機能向上などの取組状況の継続的なフォ

ロー 

審査会は、設置当初より協会の品質管理レビューの一層の機能向上を公

的立場から促すことを目標としている。 

協会は、平成 28 年３月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」

提言を受け、平成 28 年度の品質管理レビューで実行可能な施策を実施する

とともに、今後の課題への取組についても検討を行っていくとしている。 

審査会としては、協会との双方向の議論や検査結果等を通じ、これらの

取組の十分性及び適切性を検証することにより、品質管理レビュー、上場

会社監査事務所登録制度をはじめとする協会の自主規制機能の更なる向上

につなげることが必要である。 

 

（４）情報発信の強化 

平成 28 事務年度において、検査先に指摘内容を的確に伝達するよう、検

査結果通知書の記載内容の見直しを行うとともに、大手監査法人に対し当

該通知書の「特に留意すべき事項」が被監査会社の監査役などに的確に伝

達されるよう、記載の見直しを行ったところであるが、大手監査法人以外

の被監査会社にも広がるよう対応することとする。 

また、投資者や監査役等が監査に対する理解を深め、監査法人を評価す

ることに資するよう、「監査事務所の概況（平成 28 年版モニタリングレポ

ート）」を公表したところであるが、更にモニタリング情報を収集・蓄積の

上、一層充実させていくこととする。 

 

（５）監査事務所を巡る課題に対応した体制の充実 

監査事務所を巡っては、企業の海外進出の加速化や海外取引の増加など

会計実務の国際化、監査手続などにおけるＩＴ化が進展しているところで

ある。また、近時の検査等では、大手監査法人において、組織の末端にま

で品質管理の改善が浸透できていないなど業務運営上の本質的な問題点が

認められている。さらに、監査における不正リスク対応は、一層重要なも

のとなっている。 

こうした状況に対応し、検査が適切に実施されるよう、引き続き、人材

確保、情報収集分析体制の強化など検査実施体制の充実を図ることが、重

要な課題と考えている。 
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